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変更許可と仮使用承認との関係 

１ 一連の変更工事を一の変更許可で行う場合の仮使用について 

(1) 施設の部分的な変更に係るもの 

次図の斜線で示す部分の、変更工事が A、B及び C と段階的に行われることが計画

上明確となっている場合は、１件の仮使用承認として扱うものとし、危省令第５条の

２に規定する申請書に一括して記載されていること。なお、この場合の仮使用範囲は

段階的に縮小していくものであり、仮使用範囲は拡大しないこと。 

 

 

 

 例示の場合、変更工事の進行に伴う仮使用部分は、次のようになる。 

 ① 変更工事部分がAの時は、B、C及びXの部分となる。 

 ② 変更工事部分がAからBに進行した時は、C及びXの部分となる。 

 ③ Bの変更工事に引き続き、変更工事部分がCとなる場合における仮使用部分は、X 

   の部分となる 

 

 

(2) 施設全体の変更に係るもの 

変更工事が次図のように段階的に行われ最終的に施設全体に及ぶ場合でも、仮使

用ができるものであること。 

 

 

２ 複数の変更工事を複数の変更許可で行う場合の仮使用について 

(1) 複数の変更工事について 

一の製造所等における複数の変更工事については、変更工事ごとに変更許可をす

ることができるものであること。この場合、一の変更工事とするか複数の変更工事

とするかは、設備機器の配置や関連性から判断するものであり、複数の変更許可と

して申請する場合、個々の変更工事についての関連を判断するため、工事計画書等

により確認すること。また、複数の変更許可申請ができるものとは、変更工事を終

了した部分が完成検査を実施した後、当該部分が技術上の基準に適合した施設とし

て稼働することができることを原則とする。 
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(2) 仮使用について 

一の製造所等で、複数の変更工事が行われている場合における仮使用については、

現に変更工事が行われている部分を確実に把握し、工程や作業日程に無理がなく、

複数の工事箇所における危険要因が相互に把握され、必要な安全対策が講じられて

いること等、製造所等全体の安全を確認したうえ、承認する必要があること。なお、

複数の変更許可に伴う仮使用承認場所は、現に変更工事を行っている部分以外部分

や変更工事が終了し完成検査済証が交付された部分であり、製造所等の一施設に一

の申請とする。この場合、複数の変更許可申請のうち、最も早く完成が予定されて

いる変更許可申請を代表として仮使用承認の申請をするよう指導する。また、一の

仮使用承認申請により、当該製造所等の現に変更工事を実施していないすべての部

分(変更工事が終了し完成検査済証が交付された部分及び変更許可されたが未だ変

更工事に着手していない部分を含む。)の仮使用を承認することができる。 

 

(3) 複数の変更工事について、それぞれの変更許可で行う例 

一の製造所等において複数の変更工事が行われる場合の仮使用承認の取扱いにつ

いては、次のとおりである。 

 

ア 工事期間が重複する複数の変更工事の場合(一の変更工事終了後、その部分につ

いても仮使用を行う場合) 

複数の変更工事を工事期間に重複して実施する場合、一の変更工事の完成検査

済証が交付された後であれば、改めて仮使用承認申請を行うことにより、当該完

成部分を含めた部分について仮使用承認をすることができる。 
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(ｱ) A 部分及び B 部分ごとの変更許可申請について、それぞれ許可Ⅰ及び許可Ⅱ

を行うとともに、変更部分以外の C部分の仮使用を承認する。この場合、許可

の時期は同時期でない場合もある。 

 

(留意事項) 

最初の仮使用承認の際には、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許

可番号」の欄に、許可Ⅰ及び許可Ⅱの両方に係るものであることが明記されて

いること。 

(ｲ) B 部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付す

る。 

(ｳ) B部分及び C部分の仮使用を承認する。 

 

(留意事項) 

先行して完成した B部分について新たに仮使用を認める場合は、既に承認し

ている仮使用に代えて、新たに B部分及び C部分の仮使用承認が行われること。

また、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許可番号」の欄に、許可Ⅰ

に係るものであることが明記されていること。 

 

イ 工事期間の重複しない複数の変更工事の場合 

複数の変更工事の工事期間が重複しない場合、後に変更する部分を含めて仮使

用承認することができる。また、変更工事が完成した後であれば、当該完成部分

を含めて仮使用を承認申請することができる。 
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(ｱ) A 部分及び B 部分ごとの変更許可申請について、それぞれ許可Ⅰ及び許可Ⅱ

を行うとともに、許可Ⅱの変更工事部分以外の部分(A 部分及び C 部分)の仮使

用を承認する。この場合、許可の時期は同時期でない場合もある。 

 

(留意事項) 

最初の仮使用承認の際には、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許

可番号」の欄に、許可Ⅱの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅱに係

るものであることが明記されていること。 

(ｲ) B 部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付す

る。 

(ｳ) A部分の工事が開始されるにあたり、B部分及び C部分の仮使用を承認する。 

 

(留意事項) 

先行して完成した B部分について新たに仮使用を認める場合には、既に承認

している仮使用に代えて、新たに B部分及び C 部分の仮使用承認が行われるも

のであること。また、仮使用承認申請書の「変更の許可年月日及び許可番号」

の欄に、許可Ⅰの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅰに係るもので

あることが明記されていること。 

(ｴ) A 部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付す

る。 
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(4) 変更許可後の工事期間中に一部の完成検査を行い使用する例 

変更許可後に完成検査前の変更許可を受け、当初の変更部分の一部を先行して完

成した場合、当該完成部分を含めて仮使用承認申請することができる。 

 
第 図                 第 図 

 

 

(ｱ) A 部分の変更許可申請を許可Ⅰで行うとともに、変更工事に係る部分以外の

部分の C 部分の仮使用を承認する。 

 

(留意事項) 

最初の仮使用承認は、仮使用承認申請書の「変更の許可年月目及び許可番号」

の欄に、許可Ⅰの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅰに係るもので

あることが明記されていること。 

(ｲ) B 部分の工事が先に終了することになり、当該部分について先に完成検査を

受けることとなった場合は、許可Ⅰの工事範囲を a 部分に縮小(許可 a)すると

ともに、B部分について新たな許可Ⅱを行う。B部分の工事終了後、当該部分の

完成検査を実施し、完成検査済証を交付する。 

(ｳ) B部分及び C部分の仮使用を承認する。 
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(留意事項) 

先行して完成した B部分について新たに仮使用を認める場合は、既に承認し

ている仮使用に代えて、新たに B 部分及び C部分の仮使用承認申請が行われる

ものであること。また、仮使用承認申請書の「変更許可年月日及び許可番号」

の欄に、許可Ⅰの変更許可番号等を記載することにより、許可Ⅰに係るもので

あることが明記されていること。 

(ｴ) a 部分の工事終了後、当該部分の完成検査を実施し、完成検査済証を交付す

る。 


